
ピロリ菌除菌療法を受けられる患者様へ 

 
 
■除菌療法は、できるだけ 1週間継続して行ってください。 
 
■除菌療法中に口内炎・下痢などの副作用が出現した場合には当クリ

ニックへご連絡ください。 
 
■除菌効果の判定は、除菌療法終了後、2ヶ月～6ヶ月間経過してから
行います。 
たとえば、平成 19年 8月 1日から８月 7日まで除菌療法を行った場合、同年 10月 8日以降

に除菌効果判定を行います。 

 
■除菌効果判定は、“尿素呼気法”で行います。当日は、朝食抜きで来

院なさってください。原則として来院後すぐに約 20分間の検査を行
います。 

 
■除菌の成否は、尿素呼気法の 2日後に判明いたします。 
    （ただし、休日をはさむ場合には 3日後以降） 
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